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PEPおよびPEP関係者についての⼀般市⺠の理解

PEP（politically exposed person）とは、重要 な公的地
位にある者を意味します。あらゆる公 的分野にPEPは存在
します。例えば、政府の役 ⼈、軍の⾼官、上級裁判官、スポ
ーツ団体の幹 部、国有企業のトップなどです。PEPの配偶者 
や家族、またはビジネスパートナーなど、PEP と密接な関係
がある⼈もPEP関係者とみなされ る場合があります。

FATF（⾦融活動作業部会）のガイダンスなど に明記されて
いるように、単にPEPであるとい うことを理由にPEPを差別
したり、サービスの

提供を拒否することがあってはなりませんが、PEPは厳格
なデューデリジェンスの対象とする 必要があります。なぜ
なら、彼らは権⼒や影響 ⼒を有する⽴場にあり、公的資⾦
を動かす権限 も所持しているため、⾦融犯罪に現在関与し
て いる、または今後関与するようになるリスクが ⾼いからで
す。PEPおよびPEP関係者は、例え ば政府との⼤型契約や
収益の⼤きいイベントの 開催地について影響を与えたり、決
断を下した りすることができるため、賄賂、汚職、詐欺 マネ
ーローンダリングの格好のターゲットとな ります。

こうしたリスクの⾼さから、規制対象企業は PEPのスクリー
ニングを⾏う必要がありま す。これは、⾦融犯罪防⽌のため
のコンプラ イアンスプログラムに⽋かせないプロセスで す。
その⽬的は、PEPを発⾒して経済やビジ ネスネットワークか

ら排除することではな く、彼らの有するリスクを正しく評価し
てモ ニタリングすることにあります。

世界中の規制当局が、PEPに関連するリスクの 管理に取り
組んでいます。⽶国愛国者法の第 312節、FATF勧告12お
よび22、EUのAML指 令、海外腐敗⾏為防⽌法（Foreign 
Corrupt Practices Act：FCPA）、英国賄賂防⽌法は、いず
れもPEPについて⾔及しています。

ムーディーズ・アナリティックスは、PEPの重 要性、国⺠の⽣
活におけるその役割、および社 会全体におけるその存在感
をふまえ、PEPとい う概念が規制当局や規制対象企業を除
く⼀般社 会でどの程度認知されているのかを把握したい と
考えました。また、PEPに関連する リスクが⼀般の⼈々に理
解されている のかどうかも知りたいと考えました。そこで、⽶
国、欧州、アジアに またがる独⽴したグローバル 調査を委託
しました。 本書はその調査結果を まとめたものです。
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PEP（重要な公的地位を有する者）とPEP関 係者、およ
び彼らに関連するリスクについて ⾏った独⾃調査の結果
から、PEPについての ⼀般市⺠の理解は実際と⼤きくか
け離れてい ることがわかりました。PEPの社会に果たす 
役割、国⺠の⽣活における影響⼒、および意 思決定構造
に対する権限を考慮すると、こうbした情報のギャップに
取り組むことはとても 重要です。

調査からわかったこと:

	→ 定義を知らされる前にPEPとは何かを知 っていると
答えた⼈は回答者の45％にと どまりました。

	→ 「誰でもPEP関係者になる可能性があ る」と正しく
回答した⼈は50％未満でし た。

	→ 33％の⼈は、「PEPと親睦があっても PEP関係者に
は該当しない」と誤って理 解していました。

PEPについて正しく理解し、サードパーテ ィー・リスク管
理に結びつけることは、明 らかに公共の利益となります。
加えて以下 の2つの理由から、⼀般市⺠がPEPについて 
理解することは重要です。

1.	 例えば住宅ローンの申し込みや銀⾏⼝座 の開設などのオンボーディングプロセス で、⾃⾝がPEPで
あるかどうか尋ねられ る場合があります。

2.	 知らないうちにPEPやPEP関係者になっ ているかもしれず、その結果として ⾦融商品などの利⽤に
影響が⽣じる 可能性があります。

さらに、回答者の約3分の1（33％）が「PEPと 親睦があってもPEP関係者には該当しない」と 誤って理
解していました。また、「スポーツ団 体の幹部はPEPとみなされる可能性がある」と 正しく理解していた
回答者はわずか19％にとど まりました。

この調査結果からわかるのは、PEPとは何か、 どのような⼈がコンプライアンスプロセスで PEPとみな
されるのか、そして⾮常に重要なこ とですが、PEPと関わりのある⼈もPEP関係者 とみなされる可能性
があるということについ て、世界的に明確に理解されていないというこ とです。

確かに、PEPに関する定義や基準は国や地域に よって異なるため、デューデリジェンスに関す る情報を
顧客に提供する仕組みを作る際にはこ の点に配慮する必要があります。しかし、国⺠ の⽣活における
PEPの重要性およびコンプライ アンスにおけるPEPスクリーニングの重要性を ふまえると、リスク管理の
⼀環として、この領 域をもっと広く知ってもらう必要があります。 ムーディーズ・アナリティックスによる今
回の 新たな調査が、規制対象企業とその顧客にとっ て⾏く⼿を照らす光となれば幸いです。

キース・バリー 
ムーディーズ・アナリティックス 
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調査回答者の地域別構成

コンプライアンスおよびサードパーティー・リス ク管
理の英国PRコンサルティング会社 Resonanceが、
リサーチコンサルティング会社 Censuswideおよび
Surveyplanetと提携して調査 を設計・実施。北⽶、
欧州、アジア太平洋地域の ⼀般市⺠7,688⼈を対象
に、2023年7⽉初めから8 ⽉末にかけてデータ収集を
⾏いました。

リサーチの概要
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PEPについてのあなたの理解に最も近いものは以下の
うちのどれですか？（１つ選んでください）

* PEPとは重要な公的地位を有する者です（正解は選択肢1）。

選択肢 1

国内で重要な公的な役職に就いている、または就いてい
た⼈。例えば、国家元⾸や総理⼤⾂、有⼒な政治家、政府
や司法機関や軍の⾼官、国有企業のトップ、政党の幹部な
ど。.

選択肢 2

国内で公共性の⾼い仕事に就いている、または就いてい
た⼈。例えば、清掃員、庭師、⾷料品店の店員、ファストフ
ード店のスタッフなど。

選択肢 3

⾃国において重要な公的役割を担っている⼈。例えば、学
校の校⻑、メディアの88% 著名⼈、ビジネス界の有⼒⼈物
など。
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PEPとは何か知っていますか？
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あなたもPEP関係者になる可能性があると思いますか？
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以下のうち、PEPに該当するものはどれですか？（当てはまるものをすべて選んでください）
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次の⽂章はどの程度正しいと思いますか？「PEPは汚職に関与しやすい」

PEPに該当する可能性があるのは、以下のうちどのセクターに属する⼈だ
と思いますか？（当てはまるものをすべて選んでください）
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あなたは⾃分もPEP関係者になる可能性があると 33%回答しました。PEPの友⼈はPEP関係
者に該当すると思いますか？
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ここで、FATFによるPEPの定義を伝えました。

PEPの定義をふまえて、あなたの知り合いに 
PEPはいますか？

以下のうち、PEPだと思うものはどれですか？

以下のうち、PEP関係者に該当するものは 
どれだと思いますか？
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次の⽂章はどの程度正しいと思いますか？ 
「重要度の⾼いPEPについて、公的な透明性を⾼めるべきだ」

以下のうち、PEPであるために起こることはどれだと思いますか？ 
（当てはまるものをすべて選んでください）
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ムーディーズ・アナリティックスKYCについ
て
ムーディーズ・アナリティックスKYCは、リスク管理とコンプライアンスを変⾰し、リス
クを理解することで確信を持って意思決定を⾏うことができる世界を⽬指していま
す。PEPスクリーニングは 受賞歴のあるデータをもとに、PEPに関連するカントリー
リスク、地位や役職に関するリスク、影響をおよぼすリスク、事象リスクについて検討
する独⾃のリスク評価システムを⽤いて⾏われます。

お客様は、当社のワークフロー・オーケストレーション・プラットフォーム、受賞歴の
あるデータ、インテリジェント・スクリーニング、および25社を超える主要なグローバ
ルプロバイダーとの連携を活⽤し、独⾃のKYCエコシステムを構築することができま
す。

また、当社のエンドツーエンドのKYCソリューションパッケージは、オンボーディン
グ、オフボーディング、継続的なリスクモニタリングにおける効率的かつ効果的なデ
ジタルリスクマネジメントおよびコンプライアンスプロセスをサポートします。

ムーディーズ・アナリティックスは⾰新的なテクノロジーと業界の専⾨知識を活かし、
個⼈、事業体、サードパーティー・サプライヤーの正確なスクリーニングを⾃動化しま
す。さらに、あらゆるビジネスネットワークにおけるカウンターパーティー・リスクの、
ほぼリアルタイム、永続的なモニタリングをサポートします。

ムーディーズ・アナリティックスKYCは、197ヵ国、211の法域でコンプライアンスの⾃
動化に向けた企業の取り組みを⽀援しています。1,900万件のリスプロファイル、4億
6,000万件超の実質的⽀配者情報、および17,000件超の制裁対象者リストからなる
データベースを使⽤したスクリーニングなどにより、毎⽇4,500 万件超の新規顧客お
よびサードパーティーチェックを⾏っている実績があります。

リスク管理とコンプライアンスの専⾨家が⾃在に構成できるソリューションを活⽤
し、妥協のない効率的なコンプライアンス管理が⾏える卓越したカスタマーエクスペ
リエンスを提供します。


